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２０２５年度事業計画書  

 

Ⅰ．育英生に対する給付 

本財団において、本年度育英給付を行う育英生は、東京近郊所在の大学等に在学す

る１６名（第６６期生５名、第６７期生５名、第６８期３名、第６９期３名）を予定し

ている。この１６名を本財団所有の学生寮に無料入居させ、寮監による生活指導の他、

３食の食事を給付し、学校へ納付する入学金・授業料、通学費、保健医療費、教養娯楽

費等の無償給付を行う。 

以上、育英生１６名の育英に要する事業費の本年度の予算は次の通りである。 

１．学資金 18,031,710 円 学校へ納付する入学金・授業料 

２．通学費 1,500,000 円 学生寮から学校までの通学定期券代 

３．賄 費 11,868,300 円 １日２食分の原材料費、厨房業務委託料及び

手渡し昼食費 

４．学生研修費 1,200,000 円 育英生の研修費用 

５．学生寮の運営管理費…上述の賄費、生活費の他、次の通りである。 

イ．人件費 12,345,000 円 職員の給料・手当等 

ロ．消耗品費 700,000 円 コピー用紙、電球、机･椅子、厨房用品等 

ハ. 修繕費 8,000,000 円 エアコンやLEDの交換、排水設備清掃･修繕等 

ニ. 光熱水道費 3,700,000 円 

 

Ⅱ．第７０期育英生の募集及び採用 

２０２６年度採用予定の第７０期育英生の募集業務は、次の通りである。 

１．採用人員………原則８名以内とする。（国内のみ） 

２．募集方法 

５月中旬４３道府県の約１７７校の高等学校長・中等教育学校長に募集要項を

送付し適格者の推薦を依頼する。 

さらに、主要な奨学金情報インターネットホームページに当財団育英生募集案

内を掲載依頼すると共に、当財団インターネットホームページに募集要項を掲載し、

直接適格者に応募を働きかける。 

３．適格者…次の要件を満たす者 

イ．２０２６年３月高等学校卒業見込みの者、２０２５年３月高等学校を卒業した

者及び大学入学資格検定合格後２年以内の者 

ロ．２０２６年４月から当財団板橋学生寮から通学可能な大学に入学を志望する者 

ハ．寮生活を人格形成の場とすることに強い希望をもつ者で、学業成績優秀、品行

方正、身体健康である者 

ニ．在籍又は在籍した高校の校長からの推薦があること（但し、大学入学資格検定

合格を除く） 

ホ．学資の支弁について他からの経済的援助が必要と認められる事情にある者 
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４．選考と採用  

イ．候補者の決定… １２月上旬、給費学生選考委員会において、現地訪問・面談結

果と書面審査により育英生候補者を選考し、これを決定する。 

ロ．募集要件充足の確認 

①現地訪問……… １０月～１１月に選考委員による訪問及びリモートにて第一

次候補者、保護者等との面接と担任教諭からの聞き取りを実施 

②候補者面接…… 候補者が入試のため上京した際に選考委員が面接を実施 

ハ．採用決定……… 候補者の入学試験合格を確認後３月に理事会を開催し、採用す

る育英生を決定する。 

 

Ⅲ．大学院育英生の募集及び採用 

２０２６年度採用予定大学院育英生の募集業務は、次の通りである。 

１．採用人員………当該年度の本財団育英生から募集し、適格者を採用する。 

２．募集方法 

志願者は、所定の育英生願書を、１０月下旬に提出する。 

３．適格者…次の要件を満たす者 

イ．現在本財団育英生であり、かつ２０２６年４月から大学院修士課程に進学が決

定していて学業成績が優秀な者 

ロ．品行方正、身体健康である者 

ハ．学資の支弁について他からの経済的援助が必要と認められる事情にある者 

４．選考と採用  

候補者の決定は、１２月上旬給費学生選考委員会において、志願者の書面審査及び

面接選考を実施し、理事会がこれを決定する。 

５．貸与 

学校納付金（入学料・授業料）等の学資金を、原則１年間を単位として、正規の課

程２年間にわたり無利息で貸与する。 

 

Ⅳ．海外研修育英生の採択 

２０２５年度採択予定海外研修育英生の募集業務は、次の通りである。 

１．採用人員………２名とする。 

２．募集方法 

志願者は、所定の申請書類を前期は５月末、後期は１０月末までに提出する。 

３．支援対象者…松尾育英会学生寮に在籍する学部学生であること。 

４．選考と採用 

寮長（選考委員長）、常務理事、理事（若干名）、その他必要な卒業生から成る選

考委員会において書類選考を行い、前期は６月中、後期は１１月中に決定する。 

５．給付 

研修費用及び渡航費と宿泊費の一部又は全部を無償で給付する。 


